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第
四
十
四
条

小
学
校
に
は
、
教
務
主
任
及
び
学
年
主
任
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
項
に
規
定
す
る
教
務
主
任
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置

く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
教
務
主
任
を
、
第
五
項
に
規
定
す
る
学
年
主
任
の
担
当
す
る
校
務
を

整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
学
年
主
任
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

３

教
務
主
任
及
び
学
年
主
任
は
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

４

教
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
教
育
計
画
の
立
案
そ
の
他
の
教
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整

及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
。

５

学
年
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、当
該
学
年
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
及
び
指
導
、

助
言
に
当
た
る
。

第
四
十
五
条

小
学
校
に
お
い
て
は
、
保
健
主
事
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
項
に
規
定
す
る
保
健
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置

く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
保
健
主
事
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

保
健
主
事
は
、
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は
養
護
教
諭
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

４

保
健
主
事
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
小
学
校
に
お
け
る
保
健
に
関
す
る
事
項
の
管
理
に
当
た
る
。

第
四
十
六
条

小
学
校
に
は
、
事
務
主
任
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

事
務
主
任
は
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

３

事
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
七
条

小
学
校
に
お
い
て
は
、
前
三
条
に
規
定
す
る
教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
保
健
主
事
及
び
事
務
主
任
の

ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
校
務
を
分
担
す
る
主
任
等
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
八
条

小
学
校
に
は
、
設
置
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
校
長
の
職
務
の
円
滑
な
執
行
に
資
す
る
た
め
、

職
員
会
議
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

職
員
会
議
は
、
校
長
が
主
宰
す
る
。

第
四
十
九
条

小
学
校
に
は
、
設
置
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
評
議
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

学
校
評
議
員
は
、
校
長
の
求
め
に
応
じ
、
学
校
運
営
に
関
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

学
校
評
議
員
は
、
当
該
小
学
校
の
職
員
以
外
の
者
で
教
育
に
関
す
る
理
解
及
び
識
見
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か

ら
、
校
長
の
推
薦
に
よ
り
、
当
該
小
学
校
の
設
置
者
が
委
嘱
す
る
。

第
二
節

教
育
課
程

第
五
十
条

小
学
校
の
教
育
課
程
は
、
国
語
、
社
会
、
算
数
、
理
科
、
生
活
、
音
楽
、
図
画
工
作
、
家
庭
及
び
体
育

の
各
教
科
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
各
教
科
」
と
い
う
。）、
道
徳
、
特
別
活
動
並
び
に
総
合
的
な
学
習
の
時
間

に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

私
立
の
小
学
校
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
を
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
宗
教
を
も
つ
て
前
項
の
道
徳
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
一
条

小
学
校
の
各
学
年
に
お
け
る
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ

の
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
総
授
業
時
数
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す

る
。

第
五
十
二
条

小
学
校
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
課
程
の
基
準
と
し
て
文

部
科
学
大
臣
が
別
に
公
示
す
る
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
三
条

小
学
校
に
お
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
部
の
各
教
科
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て

授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
四
条

児
童
が
心
身
の
状
況
に
よ
つ
て
履
修
す
る
こ
と
が
困
難
な
各
教
科
は
、
そ
の
児
童
の
心
身
の
状
況
に

適
合
す
る
よ
う
に
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
五
条

小
学
校
の
教
育
課
程
に
関
し
、
そ
の
改
善
に
資
す
る
研
究
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、

児
童
の
教
育
上
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣

が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

第
五
十
六
条

小
学
校
に
お
い
て
、
学
校
生
活
へ
の
適
応
が
困
難
で
あ
る
た
め
相
当
の
期
間
小
学
校
を
欠
席
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
実
態
に
配
慮
し
た
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
し
て
教
育
を
実
施
す

る
必
要
が
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
七
条

小
学
校
に
お
い
て
、
各
学
年
の
課
程
の
修
了
又
は
卒
業
を
認
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
児
童
の
平
素
の

成
績
を
評
価
し
て
、
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条

校
長
は
、
小
学
校
の
全
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
た
者
に
は
、
卒
業
証
書
を
授
与
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
三
節

学
年
及
び
授
業
日

第
五
十
九
条

小
学
校
の
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

第
六
十
条

授
業
終
始
の
時
刻
は
、
校
長
が
定
め
る
。

第
六
十
一
条

公
立
小
学
校
に
お
け
る
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、第
三
号
に
掲
げ
る
日
を
除
き
、

特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
日

二

日
曜
日
及
び
土
曜
日

三

学
校
教
育
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日

第
六
十
二
条

私
立
小
学
校
に
お
け
る
学
期
及
び
休
業
日
は
、
当
該
学
校
の
学
則
で
定
め
る
。

第
六
十
三
条

非
常
変
災
そ
の
他
急
迫
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
校
長
は
、
臨
時
に
授
業
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
立
小
学
校
に
つ
い
て
は
こ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節

職
員

第
六
十
四
条

講
師
は
、
常
時
勤
務
に
服
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
五
条

学
校
用
務
員
は
、
学
校
の
環
境
の
整
備
そ
の
他
の
用
務
に
従
事
す
る
。

第
五
節

学
校
評
価

第
六
十
六
条

小
学
校
は
、
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、自
ら
評
価
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
小
学
校
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
、
適
切
な
項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

第
六
十
七
条

小
学
校
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
た
当
該
小
学
校
の
児
童
の
保
護
者
そ
の
他

の
学
校
関
係
者
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
八
条

小
学
校
は
、
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
評
価
を
行

つ
た
場
合
は
そ
の
結
果
を
、
当
該
小
学
校
の
設
置
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、「
、
こ
れ
を
」
を
削
り
、

第
一
章
第
三
節
中
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
十
四
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
一
条
の
十
」
を
「
第
七
十
一
条
」に
改
め
、

同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
十
二
条
の
四
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
十
二
条
の
三
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
及
び
第
十
二
条
の
二
を
削
る
。

第
十
一
条
を
削
る
。

第
十
条
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
及
び
教
頭
」
に
改
め
、
第
一
章
第
二
節
中
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
九
条
の
二
中
「
第
八
条
各
号
」
を
「
第
二
十
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
九
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
第
一
号
イ
中
「
第
八
十
二
条
の
二
」
を
「
第
百
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
教
頭
」
を「
副
校
長
、

教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
」
に
、「
第
八
十
二
条
の
二
」
を
「
第
百
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
学
校
教

育
法
」
を
「
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
学
校
教
育
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。
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